
新型コロナウイルスへの対策について 
 

 令和２年４月２３日開催の「第４回新型コロナウイルス対策本部会議」等における

決定事項について、その内容をお知らせします。 

 

１ 外出自粛の要請について 
・ゴールデンウイーク期間中も引き続き青色回転灯装備車両による防犯パトロー

ルにて外出自粛を呼びかける。 

・市長による外出自粛を要請する防災無線の放送を行う。 

・外出自粛や「３密」をさけるポスターを公共施設等に掲示する。 

２ 市のイベントについて 
・５月３１日（日）まで市が主催するイベントは中止又は延期とする。 

３ 施設の休館等について 
・市役所、両支所以外の公共施設の休館を５月３１日（日）まで延長する。 

・５月の土曜開庁は休止する。 

４ 小中学校について 

 ・５月７日(木)から５月２０日(水)まで休校を延長する。 

今後、国及び埼玉県から５月２０日（水）より長い休業要請等があった場合は、

休校の期間を延長する。ただし、休業要請の期間が５月６日（水）までの場合、

又は５月２０日（水）より短い場合においても、休校期間は短縮せず、その間は

分散化して児童生徒の登校日を設ける。 

・令和２年度入学式については、５月７日（木）に参加者を限定し実施する。 

５ 放課後児童クラブ・保育所・幼稚園等について 
・５月７日(木)から５月３１日(日)まで休室・休園を延長する。 

ただし、放課後児童クラブについては、学校が５月２１日（木）に再開した場合

は、密集状態を避けるため、自粛をお願いしたうえで、市内全放課後児童クラブに

おいて必要な児童の受け入れを行う。 

６ 特別定額給付金事業について 
 ・４月２３日（木）市長政策室内に特別定額給付金給付プロジェクトを設置し

た。 

７ 公園の利用について 
・４月２５日（土）から以下の３か所の公園の複合遊具等の使用を禁止する。 

⑴上谷総合公園：複合遊具 

⑵荒川パノラマ公園：ローラー滑り台、複合遊具 

⑶川里中央公園：複合遊具、ザイルクライム 

 

 

以上 


